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スケジュール（予定）

1

〈健康保険法第160条〉
第6項 協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、あらかじめ、理事長が当該変更に係る都道府県に所在する支部の

支部長の意見を聴いたうえで、運営委員会の議を経なければならない。
第7項 支部長は、前項の意見を求められた場合のほか、都道府県単位保険料率の変更が必要と認める場合には、あらかじめ、

当該支部に設けられた評議会の意見を聴いた上で、理事長に対し、当該都道府県単位保険料率の変更について意見の
申出を行うものとする。

第8項 協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、理事長は、その変更について厚生労働大臣の認可を受けなけれ
ばならない。

12月20日（金） 運営委員会（平均保険料率１０％維持の方針決定）

20日（金） 政府予算案（２年度）の閣議決定

1月17日（金） 広島支部評議会の開催
＜本日＞ （都道府県単位保険料率の変更について意見聴取）

21日（火） 支部長から理事長への意見の申出 【提出期限】

29日（水） 運営委員会（都道府県単位保険料率の決定）
料率変更について認可申請

2月上旬頃 令和２年度保険料率認可予定



平均保険料率について
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■ 当組織にて支部評議員の意見を聴取したが、理事長の中長期的な立ち位置や様々なデータによる中長期的な料率に対する考え方
が浸透してきており、全員が料率維持との意見であった。今後の健全な運営のため、料率を維持する方向で検討いただきたい。

■ 協会けんぽはセーフティネットの役割があり、これは協会けんぽの重要な役割である。健保組合の解散後は、協会で受け入れることに
なるので、今後もできる限り安定的な運用をする必要があると感じる。

■ 支部の意見の大半が維持となったことは、本部の中長期的な立ち位置との考えが浸透し、支部からも評議員に対して丁寧に説明さ
れた結果だと思う。これだけ維持という意見が出ているので、その意見を尊重すべきである。また、評議会意見にもあるが、準備金を有
効に活用し将来的なコスト削減に結びつけることが大事である。

■ 支部の意見は概ね維持であるが、それは、多くの支部が「10％が限界」であるということと受け取れるのではないか。また、保険料率引
き下げについては、国庫補助の減額による保険料率の持続性を損なう恐れや後期高齢者の自己負担額が今後の議論次第であるこ
とを考えると、現状では10％維持が賢明。

■ 中長期的な考え方に一定の理解が得られ、支部に浸透しているという意見に賛同する。一方で、準備金の適正な水準を客観的に
示すべきなどの意見についても傾聴すべきであり、適正な水準ということについて、議論を詰めることが大事であると思う。その際、適用拡
大や健保組合の解散などのリスクを明確にして、準備金が必要であることを丁寧に説明をすることが大事である。

■ 平成20年から約10年間で、事業主の社会保障費への負担は増大している。適用拡大等、負担が増える議論があることは承知して
いるが、これ以上の負担は、事業主も従業員も困難であることを認識いただき、少しでも負担が軽減できるように来年度の保険料率を
議論いただきたい。

■ 保険料率が上がるということは、医療費を使うからである。保険料率が高い支部を見ると、時間外受診が多い。そういうことを明らかにし
て是正しなければ適正化はできない。医療費としては微々たる効果かもしれないが、時間外受診の是正や薬剤の適正使用などに取り
組まなければ、適正化は困難であると思う。

１．平均保険料率

令和２年度保険料率に関するこれまでの主な運営委員の意見
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■ 令和２年４月納付分から変更するということについて、特段の異論はなし。

３．保険料率の変更時期

■ 激変緩和措置の解消について、特段の異論はなし。

■ インセンティブ制度導入について、特段の異論はなし。

２．都道府県単位保険料率を考える上での激変緩和措置の解消とインセンティブ制度の導入

令和２年度保険料率に関するこれまでの主な運営委員の意見
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収支見込み（令和２年度）の概要について（医療分）
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都道府県単位保険料率について



令和２年度広島支部健康保険料率について（見込み）
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令和２年度の広島支部の健康保険料率は、令和元年度と比べて0.01％の引き上げとなる見込み。

令和元年度

10.00％ 10.01％
令和２年度

令和２年度 令和元年度 前年度差 備考

第１号都道府県単位保険料率（A） 5.29% 5.21% 0.08% ・医療給付費に係る料率

(5.35%) (5.28%) (+0.07%)

(＋0.04%) (＋0.03%) (+0.01%)

(▲0.10%) (▲0.10%) ー

共通料率（B） 4.73% 4.82% ▲0.09％ ・（a）+（b）－（c）

(3.89%) (3.99%) (▲0.10%) ・現金給付や高齢者支援金に係る料率

(0.87%) (0.89%) (▲0.02%) ・業務経費や一般管理費等に係る料率

(0.03%) (0.06%) (▲0.03%)

10.02% 10.03% ▲0.01%

10.00% 10.00% －
・令和２年度の反映率：▲0.02％

・令和元年度の反映率：▲0.03％

10.01% － － ・令和２年度の反映率：＋0.004％

10.01% 10.00% +0.01%
・令和元年度の広島支部保険料率10.00％は、激変緩和措置の調整を講じた後の数値である。　　　・端数整理のため、計数が整合しない場合がある。

第２号都道府県単位保険料率（a)

第３号都道府県単位保険料率（b）

年齢調整・所得調整「前」保険料率

年齢調整による率

所得調整による率

保険料率（インセンティブ制度の反映後）

広島支部保険料率

その他収入等の率（c）

保険料率（精算分の反映後）

所要保険料率（A＋B)



9

＜令和2年度の広島支部健康保険料率に係る変動要因＞

① 医療給付費の伸び

医療給付費が伸びたため。（＋3.3％の見込み）

② 後期高齢者支援金等の拠出金の伸びの鈍化 （＋0.3％の見込み ※前年度は＋3.6％）

特に後期高齢者支援金について、マイナス精算の影響のほか、日本の人口の年齢構成上（※） 、後期高齢者の伸びが
一時鈍化するため。

※終戦前後における出生減によるものだが、2022年には団塊の世代が後期高齢者となるため引き上げ要因となる。

③ 平成30年度精算額の減少
精算額は、771百万円（平成29年度精算額）から388百万円に減少。

④ インセンティブ制度財源分の加算

制度の財源（※）として保険料率に0.004％加算。（加算額99百万円）
平成30年度の実績は全国順位38位であったため、上位23支部以上に付与される報奨金は無し。

※制度の財源として、全支部の保険料率に0.01％加算されるが、3年間で段階的に導入されるため、0.004％（令和2年度）→0.007％（令和3年度）→0.01％（令和4年度）となる。

上記の結果、前年比の視点では②は保険料率引き下げ要因となったが、①③④が引き上げ要因となり、
＋0.01％となる。

■保険料納付額への影響について（月額）

例）標準報酬月額300,000円の被保険者の場合・・・300,000円×0.01%＝30円（労使折半で15円）

※総報酬額の伸びは＋1.8％の見込み
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＜参考＞令和元年度広島支部保険料率に係る意見
（平成30年度第4回広島支部評議会 開催日：平成31年1月17日）
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・保険料率を下げる事により健保組合からの流入が加速すると、セーフティーネット（最後の受
け皿）としての機能を果たせるか疑問である。

・健康保険料率については単年度収支が原則であり、平成31年度は準備金が5000億円以上

積みあがることが分かっている中で、料率維持が妥当であるというのは分かりづらい。やはり、
単年度で合わせるべきである。（介護保険料のプロセスが分かりやすい）

・準備金を積み上げるだけでなく、準備金を保健事業や医療費適正化に有効に活用する方策
も考えるべきである。

■評議員意見

■支部長意見

・今後、更なる少子高齢化の進展、医療の高度化などにより健康保険財政が悪化することは明
らかであり、ただ準備金を積み上げていくだけではなく、財源のあるうちに、医療費適正化に向
けた先進的な保健事業の取り組みを進め、また、国としては健康経営の浸透や高齢者医療負
担の見直しを行っていくべきと考える。

・弊支部としては、来年度以降も中長期的にみて10％維持が続くのであろう状況下、保険料率

抑制に向けて、支部評議員や加入者・事業主に対して「やっても無駄」ではなく、「努力すれば
広島支部だけでも下がる可能性がある」というメッセージを強力に発信、浸透させるとともに、
健康づくりの好循環の構築に努めていく。
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介護保険料率について



収支見込み（令和２年度）の概要について（介護分）
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広報スケジュールについて
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健康保険委員研修会での広報

中國新聞への広告（カラー）掲載

3月納入告知書
同封チラシへの掲載

認可後、臨時メルマガ
を配信

： 本部実施 ： 支部実施

・記者クラブへの投げ込みやマスコミへのプレスリリース
・市町や中小企業団体中央会、商工会議所連合会、商工会連合会、社労士会、日本年金機構
への周知依頼

認可後、ホームページに料額表を掲載


